
平成２３年 １０月 ３日

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２２年度 13,141 14,866 17,229 16,479 16,554 16,203 21,976 15,855 13,998 13,478 15,436 18,217 193,432

２１年度 10,133 14,201 16,826 15,882 16,758 15,561 20,239 16,268 11,426 11,211 15,265 15,313 179,083

増 減 3,008 665 403 597 -204 642 1,737 -413 2,572 2,267 171 2,904 14,349

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２２年度 800 584 1,745 1,713 1,529 1,607 1,504 1,287 973 1,380 1,428 1,446 15,996

２１年度 765 492 1,439 1,442 1,699 1,408 2,198 1,025 1,156 1,238 1,120 1,311 15,293

増 減 35 92 306 271 -170 199 -694 262 -183 142 308 135 703

嘱託職員（3）

パート職員（1）

教育委員会スポーツ健康教育課 ０８５７－２６－７９１９

設置年月日

体育指導員（正職員1）

指定管理者名

設置目的 県民の体育及び文化に関する活動の推進

午前９時から午後１０時開館時間

利用料金

昭和５１年 ５月２９日

施設内容
・敷地面積：19,720㎡
・延床面積：体育館 5,889㎡、会館 2,070㎡
・施設内容：体育館、大研修室、中研修室、小研修室２室、教養室２室

休館日

委託業務の内容

１２月２９日から１月３日

（施設ホームページのとおり：下記に掲載）

・倉吉体育文化会館の施設設備の維持管理に関する業務（施設設備の保守管理、修繕、清掃、保安警備
等）

・倉吉体育文化会館の利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・その他施設の管理運営に必要な業務（利用者の受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・操作
・利用者へのサービスの提供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務）
・スポーツの普及振興

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト

所在地

連絡先

指定期間(財)鳥取県体育協会

倉吉体育文化会館 倉吉市山根５２９－２

平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日

施 設 名

施設所管課名

館長（正職員１）

正職員：5人、嘱託職員：3人、パート職員：1人 〔 計１１人 〕

利用料金収入
(千円)

利用者数 (人)

夜間勤務員（２）

管理体制

次長（正職員１）

スタッフ（正職員2）



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

利用者からの積極的な評価

・休館日がなくなり、また場合により早期開館したりして大変便利。
・草花がいろんな所にありすがすがしい気持ちになれる。
・スポーツ指導が丁寧で、初心者でもわかりやすい。
・とても工夫された運営をしている。
・地域公民館でも託児付き教室の導入を考えているが、会館のやり方が参考になる。
・講師派遣や講師紹介等で非常に助かっている。
・体育文化会館の事業内容を参考に、公民館運営をしている。
・職員の対応が素晴らしく、気持ちよく使用している。

いすにカビが付いていたのできれいにし
ておいて欲しい。

早急にいすの点検、清掃を実施しました。
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本来の開館時間以外に、大会等の時間に合わせて柔軟に対応。
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515
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休館日 年末年始

収 支 差 額 2,424 6,748

区 分

利用者からの苦情・要望

利用料金 鳥取県民の日（９月１２日）、９月第２土曜日とその翌日 ： 無料開放

対 応 状 況

ＡＥＤの管理

すべての職員が、ＡＥＤ普通救命講習Ⅱを修了し、資格を取得。
スポーツ教室時、参加者と協力してＡＥＤの訓練を実施。
連絡後１分以内にＡＥＤの持参可能。
毎朝職員によるバッテリー確認及びチェック表への記入。

利用者意見
の把握方法

・年間調整会、月間調整会、夜間調整会、外部評価委員会での意見収集、モニタリングを実施。
・年４回のアンケート調査の実施によりニーズの把握。
・ホームページの公開、インターネットによる利用申込制度の稼働及び周知活動
・相談コーナーを設置し、利用者から意見等をいつでも受け付け、施設運営に反映。

5,54350,919

42

支出

計

28,413

42

3,12125,292

2,384



８ 指定管理者による自己点検

⑤市民との連携
・高齢者生きがいづくりの一環として、スポーツ教室やボランティアリーダー、文化教室の講師として協力いただき、

多くの人が参加し、楽しんでいる。また広報、イベント等でも協力して頂き、教室参加者からも好評。
・一坪ボランティアによる協力もあり、玄関入り口右側に季節の花が咲き、好評。その他は職員で環境整備。

種、苗等は全て地域の皆さんから頂いたもの。
・「軒下セール」をイベントと同時に開催。自分の家で使わないがまだ使える物を他の人に無料で提供、必要なものは手に

入るとお互いに助かると好評。
・公民館等のサロン継続のための指導協力
・親子の絆・地域交流ラジオ体操に場の提供。

⑥環境配慮活動
・ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）を遵守し、施設運営。
・当館独自のシュレッダー粉砕紙を花壇に蒔き、雑草を防ぎ、水の節減を図る。関連の県体協施設とも連携。
・ペットボトルのふたを回収し再資源化材料として、提供。
・テニスボールを回収し、学校の机、椅子の足にかぶせ、カバーにすることで動作時の音を無くし、

聴覚障がい児童への影響を軽減するために提供。
・施設利用者に積極的に環境保全に関わってもらえるよう「アイドリングストップ」「ゴミ削減」等のお願い、

協力の看板、チラシを作成し配布。
・リユースとして軒下セールを実施。
・エコガーデニングで植栽ごみを花壇でリユース。
⑦AED（自動体外式除細動器）の管理

・すべての職員が事故に対応できるよう、AED普通救命講習Ⅱを修了し、資格を得る。
・スポーツ教室時に参加者と協力して、AEDの訓練を実施。
・連絡後1分以内にAEDの持参可能な体制をとった。
・救急処置（ＡＥＤ・心肺蘇生法の図解）を自由に持ち帰ることができるようにして普及、啓蒙。
・毎朝職員によるＡＥＤバッテリーの確認をチェック表に記入。

⑧開館時間と休館日の変更
・２１年度同様、休館日を年末年始のみとし、併せて開館時間を大会等の時間に合わせ、早朝開館を柔軟に対応したことに

より、利用者から好評であった。

⑨外部評価委員会
・２３年２月２３日に鳥取県立倉吉体育文化会館外部評価委員会を開催し、要望・意見等をくみ上げた。
委員・・・地域関係者1人、利用者（体育館1人）、郡市体育指導委員2人、競技団体１人、館長の計６人

〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

①経費の削減
・第三者委託業務の期間を５年間とした入札を行い、委託料の削減。
・委託業務の仕様書を再確認し、職員でできるものは職員で実施。
（草刈り、芝刈り等の周辺環境整備を職員が行ったり、松の剪定、葉つみ等の専門作業は、中部造園業協会、ことぶき学園園
芸科、高等技術専門校に実習場所として提供し、経費節減）
・節水、節電、コピー用紙のリユースの徹底。
・修繕、看板等、職員で実施。（タイルの張替え、塗り替え）
・油、ガス、水等のメーターチェックをし記録して節約に努力。

②職員の意識改革
・指定管理者制度により危機感が生まれ、コスト意識やサービス意識が向上した。
・外部、内部講師による接遇研修を実施し、サービス向上を図った。
・各種スポーツ資格の研修に積極的に参加し、資格取得。
・より利用しやすいように、常に利用者側の目線を持つ。
・安全管理担当者を決め、毎日（午前、午後）に巡回を行った。

③利用者の増
・スポーツ教室の充実や各種イベントの開催等により利用者が増加。
・休館日を年末年始のみとしたことによる影響。
・ウオーキングコースを施設敷地内外周に設置し、多くの人が利用することにより自然と巡回の役目を果たし、

子どもたちの健全育成につながった。
・遊休地を利用してのターゲットバードゴルフ教室の開催。参加者の中から全国スポレク祭への参加者もでた。
・介護予防教室、認知症予防教室等の指導で協力していることによる利用の増加。

④県や関係機関との連携
・県の方針や施策との整合を図りながら施設運営。
・「とっとり就職フェアー」準備段階から支援、協力。
・県社会福祉協議会や県障害者スポーツ協会と連携し、高齢者や障害者等のスポーツ活動、健康増進への取組。
・様々な県の研修会に出席し、当館が連携・協力することにより、地域貢献できることはないか研修している。
・子育て支援事業によるキッズルームの開設。親子教室への講師派遣。



９ 施設所管課による業務点検

Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。
Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

総 括 Ｂ
○指定管理者制度導入後、新規イベントの企画、外部委託での経費
の節減、利用者からの意見反映、利用者の利便性の確保を図って
おり、適切な管理運営を行っている。

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
優れた管理運営がなされている。

〔収入支出の状況〕 Ｂ

○新規イベントの企画や各種教室の拡充などの積極的な取組によ
り、事業収入の促進に努めている。

○外部への委託業務において、３ヵ年契約の制度や指名競争入札等
を積極的に導入し、経費の節減に努めている。

〔職員の配置〕 Ｂ ○適切な管理運営を行うにあたって、適正な人員配置がされている。

〔利用者サービス〕

A

○利用者の利便性を考慮し休館日を変更したり、各大会等の開催時
間によって開館時間を柔軟に変更している。

○各種のイベントを計画したり、開催することをホームページ等で周
知 している。

○アンケートにより利用者からの意見を把握し、管理運営に取り入れ
ている。

○地域の住民と一体となって施設運営をしている。（相互協力関係）

○開館時間、休館日、利用料金等

○利用者へのサービス提供・向上策

○施設の利用促進

○個人情報保護、情報公開

○利用者意見の把握・対応

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

Ｂ
○受付窓口での案内をはじめ、利用者へ積極的に声をかけ、利用者
が親しみやすく、かつ、利用しやすいよう心がけている。

○利用受付・案内

○附属設備・備品の貸出し

○利用指導・操作

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

Ｂ

○より多くの方々に利用していただくために、利用の調整を行い、円
滑に運営している。

○地域と密着したスポーツ教室及び文化教室をはじめ、各種教室の
拡充やイベントの開催等により収入の確保に努めている。

○利用料徴収、減免について、基準に従い適正に行われている。

○利用の許可

○適正管理に必要な利用者への措置命令

○利用料金の徴収、減免

○施設の保安警備、清掃等

○事故の防止措置、緊急時の対応

・より一層の利用者数及び収入の増加、支出の削減を目指すとともに利用者に即したイベントやスポーツ教室の企画充実に努
める。

また、職員による出張指導サービスや地域との連携拡大に努める。
・地域や関係機関とうまく連携ができているが、今後も連携や交流を拡げていく。
・障がい者スポーツ指導員（初級・中級）を始めとした資格取得により、職員の資質向上を目指していく。
・愛サポーター・認知症サポーターを全員取得し、ホスピタリティーある接遇に務めている。

項 目 評 価 点 検 結 果

○各種点検業務、機械警備業務、清掃委託業務について、業者と委
託契約を締結し適切に実施している。

○職員が巡回し、危険箇所等の確認し、修繕の必要な箇所があった
場合には迅速に対応している。

○職員による草刈りや地域との連携による樹木剪定などで
経費節減に努めている。

A

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

○施設設備の保守管理・修繕

〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕


